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役 員 等 報 酬 規 程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人博愛福祉会の役員（理事・監事）及び評議員に対す

る報酬及び旅費の額並びにその支給方法に関する必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。評議員とは非常勤の評議員  

常勤役員については、別紙の「役員報酬体系」に基づき支給ものとする。 

 

（報酬及び日当旅費の支給） 

第３条 役員の報酬及び日当については、勤務実態(常勤)に即して支給することとし、

常勤役員については、別紙の「役員報酬体系」に基づき支給ものとする。 

２ 非常勤役員及び評議員については、当法人が開催する理事会及び 評議員会に出席

した場合及び当法人が開催する研修等に参加された場合は、以下の内容に従い報酬及

び日当を支給する。 

 

役員及び評議員が理事会・評議員会に

出席 

役員及び評議員については報酬として

20,000円を支給する。 

役員及び評議員が法人の催しに出席

（施設行事、施設視察、施設監査の立

合い等） 

役員及び評議員については日当として

10,000円を支給する。 

役員及び評議員が業務上の出張 交通費及び宿泊費については、実費相当額

を支給する。ただし、宿泊費用の 1泊分の

相当額として東京都 23区の場合は 20,000

円、それ以外は 15,000円とする。また日

当として 1日 10,000円を支払う。 

役員及び評議員の研修旅行に出席 交通費の実費及び宿泊費については研修

旅行費用に充当する。また、同時に理事

会・評議員会を開催する関係で、報酬を 1

日分支給する。 

 ※全社協・経営協等主催による研修等の出張で、宿泊費が定められている場合は、上 

  記の定めた金額に係らず、団体指定の金額に従うものとする。 

 



令和 2 年 1 月 14 日掲載 

 

 

３ 役員の報酬については、定期昇給はなく、理事長が「役員報酬体系」の等級を定 

 め、理事会及び評議員会の承認を得るのもとする。 

４ 業務上の出張に関して、鉄道を利用する場合はグリーン車、航空の場合はビジネ 

スクラスを利用することができる。 

５ 業務上の出張に関して、自己所有の車を利用した場合は、走行距離１ｋｍあたり 

 の定額及び高速道路料金、駐車場料金等の費用を支給する。 

６ 海外出張及び研修についても、旅費及び宿泊費については実費を支給する。また、 

 海外出張及び研修の場合に限り、日当を 20,000円支給する。 

 

（報酬等の額の算定方法） 

第４条 評議員には定款第９条で定める金額の範囲内で、報酬を支給することができる。 

２ 個々の評議員の報酬は、第３条第２項に定める額とする。 

３ この法人の全理事の報酬総額は、年間 30,000,000 円以内とする。 

４ この法人の全監事の報酬総額は 2,000,000 円以内とする。 

 

（退職金） 

第５条 役員及び評議員が退任した場合に、その者（死亡による退職の場合はその遺族）

に支給する。 

２ 役員及び評議員が退任した場合の退任手当の額は、1年につき以下の金額に在任期

間を乗じた金額を支給する。ただし、理事長の退任手当の額は、1年につき 50,000

円として、在任期間を乗じた額とする。 

職位 金額(1年につき) 

理事・監事 25,000円 

評議員 15,000円 

３ 退任手当の算出の基礎となる在任期間の計算は、役員及び評議員となった日の属 

 する月から、退任した日の属する月までの月数による。（在任期間に 1年未満の端 

 数がある場合は、月割りで支給する。） 

４ 在任中に、特に功労があった役員及び評議員に対しては、この規程で定める支給 

 額の他に、特別加算金を支給することがある。 

 

（慶弔） 

第６条 役員及び評議員が次の各号に該当する場合、それぞれの慶弔金を贈る。 

慶 弔 金 額 

本人の結婚 50,000円 

本人の傷病 

(10日以上の入院) 

10,000円 
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本人の死亡 50,000円 

配偶者の死亡 30,000円 

父母の死亡 10,000円 

子の死亡 10,000円 

同居の祖父母の死亡 5,000円 

  上記に該当しない事例の場合は、理事長の指示による。 

２ 別途、慶弔に伴う電報を、法人名において発信する。 

 

(補足) 

第７条 この規程の実施に関し必要な事項は、評議員会の決議を経て定める。また、こ

の規程の改廃は評議員会で決議する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和元年 7月 1日から施行する。 

（役員等報酬規程の廃止）  

２ 役員等報酬規程（平成 29年 6月 23日施行）は廃止する。 

３ この規程は、令和元年７月１日から適用する。 
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役 員 報 酬 体 系 

                             （単位：円） 

  等級 基本給 役員手当 給与計 年間給与 

理事 

1 等級 571,347 80,000 651,347 7,816,164 

2 等級 585,630 80,000 665,630 7,987,560 

3 等級 614,911 80,000 694,911 8,338,932 

4 等級 645,656 80,000 725,656 8,707,872 

5 等級 677,938 80,000 757,938 9,095,256 

6 等級 711,834 80,000 791,834 9,502,008 

7 等級 747,425 80,000 827,425 9,929,100 

常務理事 

1 等級 662,588 100,000 762,588 9,151,056 

2 等級 695,716 100,000 795,716 9,548,592 

3 等級 730,502 100,000 830,502 9,966,024 

4 等級 767,026 100,000 867,026 10,404,312 

5 等級 805,377 100,000 905,377 10,864,524 

6 等級 845,645 100,000 945,645 11,347,740 

専務理事 

1 等級 748,891 120,000 868,891 10,426,692 

2 等級 786,335 120,000 906,335 10,876,020 

3 等級 825,652 120,000 945,652 11,347,824 

4 等級 866,933 120,000 986,933 11,843,196 

5 等級 910,279 120,000 1,030,279 12,363,348 

6 等級 955,793 120,000 1,075,793 12,909,516 

理事長 

1 等級 890,576 150,000 1,040,576 12,486,912 

2 等級 935,104 150,000 1,085,104 13,021,248 

3 等級 981,858 150,000 1,131,858 13,582,296 

4 等級 1,030,950 150,000 1,180,950 14,171,400 

 


